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IEEE GDPR について 
（IEEE 会員の個⼈情報の扱い） 

2018 年4 ⽉5 ⽇ 

IEEE Japan Council Secretary 杉江 

 
1. GDPR とは 

 The General Data Protection Regulation（GDPR）のことで、EU における個⼈情報の
保護法 

 2018 年5 ⽉25 ⽇から効⼒を持つ 
 
2. 適⽤ 

 適⽤対象は、EU に属する個⼈のデータ（Personal Data）で、EU 内の組織、EU 外の組
織に適⽤される。IEEE はこの組織に該当する。 
【Personal Data】Name, Phone, Email Address, IP Address 

 個⼈データの使⽤は、個⼈の合意に基づくものとする。（第3 者への情報提供含む） 
 法令に違反すると、最⼤で年間売上げの4％、または20M EUR のいずれか⾼い⽅の罰⾦

が科せられる。 
 

3. IEEE での対応 

 タスクフォースを設置して、IEEE Policies とビジネスプロセスを⾒直し中 
 TAB 関係： 

Conference Registration System, Websites, Peer Review Tools, Marketing & 
Customer Management System 

 MGA 関係： 
Online web application（member profile）, Collabratec, SAMIEEE（2018.5 に終了）, 
IEEE OU Analytics（使⽤制限）, vTools（vTools Events とeNotice の対応検討中）, SM 
Member の昇格, Fellow 認定プロセス, Website 
 

4. IEEE Volunteers 

 コンプライアンスを遵守した⾏動 
 個⼈データの収集やEmail 送付の変更（具体的にはこれから） 
 新しいツール、プロセスの使⽤（具体的にはこれから） 
 トレーニング、教育の機会を設定 
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5. IEEE Member 

 GDPR を遵守し、メンバに情報のUpdate、新製品、サービスを提供する。 
 IEEE Website の個⼈の「Communication preferences（連絡⼿段選択がある）」を更新

して、IEEE がメンバと各⾃の希望に合った⽅法で連絡することに合意していただく。 
 

6. スケジュール 

GDPR Timeline 
 

 
参考サイト 
http://sites.ieee.org/gdpr/ 
 

以上 
 


